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目

次

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
八
潮
三

丁
目
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三
　
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四
　
そ
の
他
　
こ
の
告
示
に
よ
り
指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
は
、
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
。

告
　
　
　
示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　
域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	

一

○
救
急
医
療
機
関
の
協
力
申
出
の
撤
回
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
医
療
政
策
部
救
急
災
害
医
療
課
）…	
三

○
都
道
の
供
用
開
始
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…	
三

○
道
路
法
に
よ
る
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
の
指
定
…

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…	

五

告
　
　
　
示
（
公
）

○
警
察
署
協
議
会
委
員
の
委
嘱
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

五

○
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

　
律
に
よ
る
営
業
許
可
の
取
消
し
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…	

五

公
　
　
　
告

○
都
市
計
画
の
案
（
三
件
）
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市

　
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
・
都
市
基
盤
部
調
整
課
）…	

六

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す

る
旨
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
病
院
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

名
　
　
　
称

所
　
在
　
地

撤
回
年
月
日

医
療
法
人
啓
仁
会
吉

祥
寺
南
病
院

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
南
町

三
丁
目
十
四
番
四
号

令
和
六
年
八
月

三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
二
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一

路
線
名

境
調
布

二

供
用
開
始
の
区
間

調
布
市
上
石
原
一
丁
目
三
十
一
番
二
十
四

地
先
か
ら
同
所
三
十
番
十
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
六
年
九
月
二
十
日
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都
道
境
調
布
線
供
用
開
始
略
図

別
　
図

1
6
.
0
0

1
6
.
0
0

7.30

9.
20

8.00

5.
99

三
一
の
二
四

三
六
の
一

三
六
の
六

三
七
の
三
八

三
七
の
二

三
八
の
一

二
六
の
一
三

三
〇
の
一
〇

三
〇
の
一
二

三
一
の
一
四 都道境調布線

調　布　市

上石原一丁目

中
央
自
動
車
道

至
谷
保

至
高
井
戸
西

至
若
松
町

至
国
領
町

一
般
国
道
二
十
号

至
若
松
町

至
国
領
町

都
道
府
中
調
布
線

供用開始箇所

三鷹市

調布市

富士見町

四丁目

大沢

四丁目

富士見町三丁目

府中市

上石原三丁目

多摩川

二丁目

多摩川

一丁目

下石原

三丁目

上石原

二丁目

下石原

二丁目

にしちょうふ

とびたきゅう

ちょうふ

富士見町

一丁目
富士見町

二丁目

飛田給

一丁目

西町

上石原

一丁目

小島町

一丁目

下石原
一丁目

小島町

三丁目

小島町

二丁目

至
野
崎

至
上
連
雀

至若松町

至
若
松
町

至府中

飛田給

二丁目

至谷保

高速自動車国道
都道府中調布線

一般国道二十号

都
道
境
調
布
線

京

王
線

都
道
町
田
調
布
線

至
橋
本

至国領町

都
道
調
布
田
無
線

至高井戸西

都道北浦上石原線

至国領町

至
矢
野
口

野

川

御塔坂橋

調
布
市
上
石
原
一
丁
目
地
内

高
速
自
動
車
国
道
・
一
般
国
道

都
　
　
　
　
道

市
　
　
　
　
道

供
用
開
始
区
域

延
長

面
積

一
九
八
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
八
一
二
・
九
三
平
方
メ
ー
ト
ル

京
王
相
模
原
線 至新宿

中央自動車道

調布ケ丘

一丁目

調布ケ丘

四丁目

深大寺元町
一丁目

深大寺元町
三丁目

布田

一丁目

布田

四丁目

高
速
自
動
車
国
道

至野崎

朝日町

富士見町
一丁目

大沢

五丁目
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ル
６
階

「
麻
雀
ク
ラ
ブ
ふ
じ
」
　
有
限
会
社
フ
ジ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ

ョ
ン

⑶
　
板
橋
区
志
村
三
丁
目
24－
６

「
南
風
」
　
松
長
　
憲
男

⑷
　
港
区
新
橋
六
丁
目
５
－
５
　
新
生
ビ
ル
１
階

「
ビ
ッ
ク
ウ
エ
ル
」
　
四
国
商
事
株
式
会
社

⑸
　
港
区
西
新
橋
二
丁
目
25番
７
号

「
麻
雀
ア
ミ
ー
ゴ
」
　
阿
部
　
公
子

２
　
処
分
事
由

正
当
な
事
由
が
な
く
６
月
以
上
休
業

３
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
、
東
京
都

公
安
委
員
会
（
警
視
庁
生
活
安
全
部
保
安
課
経
由
）
に
対
し
て

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過

す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

⑵
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
東
京
都
を
被
告
と

し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
東
京
都
を
代
表
す
る
者
は
東
京
都
公
安

委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の

処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

た
だ
し
、
上
記
⑴
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
九
月
二
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
日	東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
路
線
名

境
調
布

二
　
占
用
を
制
限
す
る
区
間

調
布
市
上
石
原
一
丁
目
三
十
一
番
二
十
四
地
先
か
ら
同
所
三
十

番
十
地
先
ま
で

三
　
制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五
　
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
六
年
九
月
二
十
一
日

告
　
　
　
示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
308号

警
察
法
（
昭
和
29年

法
律
第
162号

）
第
53条

の
２
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
６
年
９
月
６
日
、
警
察
署
協
議
会
委
員
を
次
の
と

お
り
委
嘱
し
た
。

令
和
６
年
９
月
20日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

警
察
署
協
議
会
名

氏
　
名

警
視
庁
赤
坂
警
察
署
協
議
会

髙
　
野
　
香
　
代

警
視
庁
尾
久
警
察
署
協
議
会

矢
　
野
　
智
　
子

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
309号

次
の
者
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
122号

）
第
８
条
第
３
号
の
規
定
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
令
和
６
年
８
月
９
日
風
俗
営
業
の
許
可
を

取
り
消
し
た
。

お
っ
て
、
被
処
分
者
の
所
在
が
不
明
の
た
め
通
達
で
き
な
い
の
で
、

こ
の
告
示
を
も
っ
て
通
達
に
代
え
る
。

令
和
６
年
９
月
20日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

１
　
被
処
分
者
の
営
業
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
氏
名
又
は
法

人
名
称

⑴
　
品
川
区
東
五
反
田
五
丁
目
26－

６
　
根
岸
ビ
ル
２
Ｆ

「
ク
ラ
ブ
白
」
　
猿
田
　
ヨ
キ

⑵
　
品
川
区
東
五
反
田
二
丁
目
３
番
２
号
　
五
反
田
ヒ
サ
モ
ト
ビ
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都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

　	

六
本
木
・
虎
ノ

門
地
区
地
区
計

画

追
加
す
る
部
分

　	

港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
及
び
赤
坂
一
丁
目

各
地
内

変
更
す
る
部
分

　	

港
区
六
本
木
一
丁
目
、
六
本
木
三
丁
目
、

虎
ノ
門
四
丁
目
、
虎
ノ
門
五
丁
目
及
び

麻
布
台
一
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
地
区
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過

す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

⑵
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
東
京
都
を
被
告
と

し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
東
京
都
を
代
表
す
る
者
は
東
京
都
公
安

委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の

処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

た
だ
し
、
上
記
⑴
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
審

査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経

過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
）
。

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
審

査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経

過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
）
。

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
310号

次
の
者
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
122号

）
第
８
条
第
４
号
の
規
定
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
令
和
６
年
８
月
９
日
風
俗
営
業
の
許
可
を

取
り
消
し
た
。

お
っ
て
、
被
処
分
者
の
所
在
が
不
明
の
た
め
通
達
で
き
な
い
の
で
、

こ
の
告
示
を
も
っ
て
通
達
に
代
え
る
。

令
和
６
年
９
月
20日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

１
　
被
処
分
者
の
営
業
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
氏
名

北
区
赤
羽
一
丁
目
36番
７
号
　
第
３
ヒ
ロ
ビ
ル
２
階
201号

室

「
Ｃ
ｌ
ｕ
ｂ
　
Ｆ
ｅ
ｌ
ｉ
ｃ
ｅ
」
　
髙
山
　
慶
大

２
　
処
分
事
由

３
月
以
上
所
在
不
明

３
　
そ
の
他

⑴
　
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
、
東
京
都

公
安
委
員
会
（
警
視
庁
生
活
安
全
部
保
安
課
経
由
）
に
対
し
て

公
　
　
　
告

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
地
区
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京
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多
摩
川
右
岸
南

多
摩
流
域
下
水

道

追
加
す
る
部
分

　	

多
摩
市
連
光
寺
五
丁
目
、
聖
ヶ
丘
一
丁

目
、
聖
ヶ
丘
二
丁
目
、
馬
引
沢
一
丁
目
、

馬
引
沢
二
丁
目
、
諏
訪
一
丁
目
、
永
山

一
丁
目
及
び
貝
取
一
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

　	

多
摩
市
連
光
寺
五
丁
目
、
聖
ヶ
丘
二
丁

目
、
馬
引
沢
一
丁
目
、
馬
引
沢
二
丁
目
、

諏
訪
一
丁
目
、
永
山
一
丁
目
及
び
乞
田

各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
多
摩
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

　	

広
町
地
区
地
区

計
画

変
更
す
る
部
分

　	

品
川
区
広
町
二
丁
目
、
大
井
一
丁
目
及

び
二
葉
一
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
品
川
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
多

摩
都
市
計
画
、
八
王
子
都
市
計
画
、
日
野
都
市
計
画
及
び
町
田
都
市

計
画
下
水
道
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
九
月
二
十
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

多
摩
都
市
計
画
、

八
王
子
都
市
計
画
、

日
野
都
市
計
画
及

び
町
田
都
市
計
画

下
水
道
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